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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  役 比 モ ニ タ を 備 え 、
  所 定 の 記 憶 手 段 を 備 え 、
  前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に は 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｘ （ Ｘ は 、 数 値 ） 」 で あ る 図 柄 組 合 せ  
を 特 定 可 能 な デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ （ Ｙ は 、 Ｘ 未 満 の 数 値 ） 」 で あ る 図 柄 組  
合 せ を 特 定 可 能 な デ ー タ を 記 憶 可 能 と し 、
  前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｘ 」 で あ る 図 柄  
組 合 せ が 停 止 し て い る か 否 か を 判 断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い て 演 算 を 実 行 可 能 と し 、  
当 該 演 算 の 結 果 に 基 づ い て 、 「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る か 否 か を 決 定 可 能 と し 、
  「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る こ と に 決 定 し な か っ た 場 合 に は 、 前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記  
憶 さ れ て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ 」 で あ る 図 柄 組 合 せ が 停 止 し て い る か 否  
か を 判 断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い て 演 算 を 実 行 可 能 と し 、 当 該 演 算 の 結 果 に 基 づ い て  
、 「 Ｙ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る か 否 か を 決 定 可 能 と し 、
  「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る こ と に 決 定 し た 場 合 に は 、 前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ  
て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ 」 で あ る 図 柄 組 合 せ が 停 止 し て い る か 否 か を 判  
断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い た 演 算 を 実 行 せ ず 、
  役 比 モ ニ タ は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 を 有 し 、
  第 １ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ２ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ３ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ４ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  役 比 モ ニ タ に テ ス ト パ タ ー ン を 表 示 可 能 と し 、
  テ ス ト パ タ ー ン は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が  
有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 点 灯 可 能 と す る 第 １ 状 況 と 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示  
部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 消 灯 可 能 と す る  
第 ２ 状 況 と を 交 互 に 繰 り 返 す 点 滅 パ タ ー ン で あ る
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
本 発 明 は 、
  役 比 モ ニ タ を 備 え 、
  所 定 の 記 憶 手 段 を 備 え 、
  前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に は 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｘ （ Ｘ は 、 数 値 ） 」 で あ る 図 柄 組 合 せ  
を 特 定 可 能 な デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ （ Ｙ は 、 Ｘ 未 満 の 数 値 ） 」 で あ る 図 柄 組  
合 せ を 特 定 可 能 な デ ー タ を 記 憶 可 能 と し 、
  前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｘ 」 で あ る 図 柄  
組 合 せ が 停 止 し て い る か 否 か を 判 断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い て 演 算 を 実 行 可 能 と し 、  
当 該 演 算 の 結 果 に 基 づ い て 、 「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る か 否 か を 決 定 可 能 と し 、
  「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る こ と に 決 定 し な か っ た 場 合 に は 、 前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記  
憶 さ れ て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ 」 で あ る 図 柄 組 合 せ が 停 止 し て い る か 否  
か を 判 断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い て 演 算 を 実 行 可 能 と し 、 当 該 演 算 の 結 果 に 基 づ い て  
、 「 Ｙ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る か 否 か を 決 定 可 能 と し 、
  「 Ｘ 」 の 遊 技 価 値 を 付 与 す る こ と に 決 定 し た 場 合 に は 、 前 記 所 定 の 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ  
て い る デ ー タ と 、 遊 技 価 値 の 付 与 数 が 「 Ｙ 」 で あ る 図 柄 組 合 せ が 停 止 し て い る か 否 か を 判  
断 す る た め の デ ー タ と に 基 づ い た 演 算 を 実 行 せ ず 、
  役 比 モ ニ タ は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 を 有 し 、
  第 １ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ２ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ３ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  第 ４ の 表 示 部 に は 、 Ｄ Ｐ セ グ メ ン ト を 含 む 複 数 の セ グ メ ン ト を 有 し 、
  役 比 モ ニ タ に テ ス ト パ タ ー ン を 表 示 可 能 と し 、
  テ ス ト パ タ ー ン は 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示 部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が  
有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 点 灯 可 能 と す る 第 １ 状 況 と 、 第 １ の 表 示 部 、 第 ２ の 表 示  
部 、 第 ３ の 表 示 部 、 及 び 第 ４ の 表 示 部 が 有 す る 複 数 の セ グ メ ン ト の 全 て を 消 灯 可 能 と す る  
第 ２ 状 況 と を 交 互 に 繰 り 返 す 点 滅 パ タ ー ン で あ る
こ と を 特 徴 と す る 。
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